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【大臣官房総務課】 

施策・制度： 厚生労働省の広報に関する総合調整  

担当係：    総務課広報室・分かりやすい広報指導室  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

厚生労働省の組

織目標を達成す

るため、広報面で

各局を支援・調整

する。 

厚生労働省の施策を

より一層推進するた

め、厚生労働省に対

する国民の信頼度を

向上させる。 

 

 

各施策が対

象とする国

民層 

厚生労働省広報基本指針（平成 24

年３月６日広報戦略会議策定）に基

づき、各部局に対して、「見やすさ」

「わかりやすさ」「使いやすさ」の

観点から必要な助言を行うととも

に、利用者がより見やすく、使いや

すいホームページとなるよう改善

する。 

ホームページ 随時 本省ホームペー

ジのアクセス件

数を前年以上と

する。 

 

 

 

 

 

各施策が対

象とする国

民層 

イベント、施策等について、

Twitter、YouTube、USTREAM を活用

して国民への情報提供を支援する。 

 

Twitter、 

YouTube、

USTREAM 

随時 Twitter 等の発

信件数、フォロ

ワー数を前年以

上とする。 

各施策が対

象とする国

民層（特に、

子ども） 

子どもたちに業務説明や省内見学

等を行うことにより、親子のふれあ

いを深め、子どもたちが夏休みに広

く社会を知る体験活動の機会とし

て、「子ども霞が関見学デー」（文部

科学省が主催）を企画・実施する。 

イベント ７月 前年以上の入場

者数を目指す。 

 

 

 

報道機関 

 

政務三役の会見について適切に対

応する。 

記者会見 随時  

報道機関 報道発表資料について、必要に応じ

て口頭による説明を行う会見等を

実施するように各部局と調整する

とともに、分かりやすい、丁寧な説

明を行うように徹底させる。 

記者レク 随時 

報道機関 

 

 

適切な時期に記者発表できるよう

に、記者クラブと調整を行う。 

 

記者レク・資料

配付 

 

随時 

 

 



4 

 

報道機関 

 

 

報道関係者を対象とした各部局に

よる勉強会が積極的に開催される

よう調整する。 

記者勉強会 

 

随時 

厚生労働行

政モニター 

厚生労働省の施策の中から、担当部

局からの要望によりモニターに対

しアンケート調査を実施するとと

もに、厚生労働行政モニター会議を

年２回開催する。 

アンケートや

会議の実施 

随時 モニター会議ア

ンケートで 70％

以上の満足度を

目指す。 

内部組織 各部局に対して、毎年度の広報実施

計画の作成を依頼する。 

各部局における広報実施計画の実

施状況をフォローアップするとと

もに、必要な助言等を行う。 

 

前段：広報委員

会等を通じて

依頼 

後段：打合せ等 

下半期  

内部組織 各部局に対し、有効な広報と考えら

れる手段の提案を行う。 

 

広報委員会を

通じた呼びか

け等 

随時 

内部組織 各部局が作成する報道発表資料、パ

ンフレット、資料等の作成に当たり、

分かりやすい広報指導室が有効活用

されるように、積極的に取り組む。 

広報委員会を

通じた呼びか

け等 

随時 

内部組織 

 

分かりやすい文書作成の意識の高

揚を図るため、「分かりやすい文書

作成推進月間」を設定し、各部局で

文書のチェックを行うなどの取組

を実践する。 

各部局での文

書のチェック

など 

９月以降 

内部組織 

 

 

 

各部局の広報担当者に対して、取材

を受けた場合には、取材対応等の記

録、その記録の共有及び報道ぶりの

確認を徹底させる。 

広報委員会を

通じた呼びか

け等 

随時 

職員 職員の意識改革と技能の向上を図

るため、広報研修を実施する。 

研修 ７～３月 
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【大臣官房会計課】 

施策・制度：平成 29 年度予算概算要求及び平成 29 年度予算案        

担当係：大臣官房会計課調整係                      

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 29 年度予算

概算要求及び平

成 29 年度予算案

の周知・広報 

厚生労働省の施策に

ついて、予算面から

も国民等の理解の促

進を図るため、社会

保障の充実・安定化

の内容を含め国民に

対し分かりやすく伝

える。 

一般国民 

報道関係者 

地方自治体 

平成 29 年度予算概算要求や平成 29

年度予算案の内容について、以下の

資料を作成し、ホームページへの掲

載や国会・関係機関等への配布、説

明等を通じて、厚生労働省の施策に

ついて、広く周知する。 

①平成 29 年度予算概算要求の概要

及び主要事項 

②平成 29 年度予算案の概要及び主

要事項 

ホームページ、

リーフレット 

①８月 

②12月 
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【大臣官房地方課】 

施策・制度： 地方厚生（支）局が実施する広報戦略     

担当係： 大臣官房地方課地方厚生局管理室         

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 28 年度の地

方厚生（支）局組

織の改編等（地域

包括ケア推進課

（仮称）の新設、

地方分権に伴う

業務の縮小等）に

伴いホームペー

ジを改訂し、国

民・事業者・地方

自治体に的確な

情報を提供する

とともに、組織改

編等による新た

な組織の役割を

広く地域に周知

する。 

地方厚生（支）局が

担当する業務を適切

に周知するととも

に、組織改編等に伴

い国民・事業者・地

方自治体の来庁や、

各種手続きに支障が

ないよう的確な情報

提供を行う。特に、

新たに開始する業務

について、地域の高

い認識を確保する。 

 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

平成 28 年度の組織改編等に伴う所

管課の追加及び所掌事務の変更に

ついて、各地方厚生（支）局のホー

ムページの掲載内容を更新する。 

ホームページ ４月 厚生（支）局（８

か所）のホーム

ページの更新・

充実、パンフレ

ット等の更新、

事業年報作成、

及び各ホームペ

ージへの掲載に

ついて、実施率

を 100％にする。 

 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

 

ホームページの掲載内容の充実（制

度・業務内容の説明、申請書等の様

式など）を引き続き図るとともに、

「よくあるご質問」に、新設する地

域包括ケア推進課（仮称）が担当す

る業務について、理解しやすい回答

を付して掲載する。 

ホームページ 12 月 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

平成 28 年度の組織改編等に伴う所

管課の追加及び所掌事務の変更に

ついて、業務概要を説明するパンフ

レット等を更新し、ホームページに

掲載する。 

ホームページ、

パンフレット

等 

９月 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

平成 27年度版の事業年報を作成し、

ホームページに掲載する。 

 

ホームページ、

冊子 

９月 

 

 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

 

セミナーや説明会等の開催状況を

ホームページのフォトレポートに

掲載し、地方厚生（支）局の業務内

容について周知する。 

ホームページ 通年 フォトレポート

の掲載件数を前

年度と同程度に

する。 
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【大臣官房地方課】 

施策・制度： 地方労働行政運営方針等の周知広報活動  

担当係：   大臣官房地方課企画室 企画係      

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

地方労働行政運

営方針、各都道府

県労働局行政運

営方針及びこれ

らに基づく施策

等の周知・広報 

 

都道府県労働局の実

施する施策を推進す

るためには、国民の

理解が必要である。 

都道府県労働局にお

いて、実施する施策

やその成果を周知・

広報し、国民からの

理解を得る。 

労働者、事業

主、求人者、

求職者、地方

公共団体等 

 

「平成 28 年度地方労働行政運営方

針」を大臣官房地方課において策定

し、ホームページに掲載・周知する

とともに、これを受け都道府県労働

局が策定する行政運営方針につい

ても、各都道府県労働局ホームペー

ジに掲載・周知する。 

 

ホームページ ４月 各都道府県労働

局が策定した行

政運営方針につ

いて、各都道府

県労働局ホーム

ページにおける

掲載率を４月末

までに 100％に

すること。 

 

都道府県労働局が策定する行政運

営方針に基づく施策やその成果等

について、都道府県労働局におい

て、定期的な記者会見、記者との意

見交換、説明会等の広報活動を通

じ、情報発信を行う。 

定例会見、記者

レク、説明会等 

随時 都道府県労働局

が実施する労働

行政の施策やそ

の 成 果 に つ い

て、より多く報

道で取り上げら

れること。 
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【大臣官房国際課】 

施策・制度：重要な国際会議等に関する広報      

担当係：海外情報室         

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

情報発信の強化 外国政府及び海外の

関係者に対して厚生

労働行政施策の理解

を促進するため情報

を発信する 

 

 

外国政府及び

海外の関係者 

厚生労働省ホームページや厚生労

働白書の英語版の作成を行う。 

ホームページ 適宜 厚生労働省の関

連施設見学会及

び施策ブリーフ

ィ ン グ に お い

て、アンケート

を実施し、その

内容を次回に反

映する等、適切

な広報を実施す

る。 

 

在京海外プレ

ス、在京大使

館員 

厚生労働省の関連施設見学会及び

施策ブリーフィングを実施する。 

説明会 ６月 

10 月 
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【大臣官房厚生科学課】 

施策・制度：厚生労働科学研究         

担当係：大臣官房厚生科学課庶務係        

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

行政政策研究、厚

生科学基盤研究、

疾病・障害対策研

究及び健康安全

確保総合研究の

効果的な研究事

業を実施すると

ともに研究成果

を広く国民へ周

知する。 

 

 

厚生労働科学研究事

業については、その

成果が政策形成等に

おいて具体的にどの

ように寄与したのか

が一般国民に分かり

にくい。 

 

研究課題設定のため

の意見聴取及び研究

成果等について、広

く、迅速に国民に公

開することにより、

厚生科学研究に関す

る適切な情報の提供

及び研究課題の設定

等について一層の促

進となる。 

一般国民、研

究機関等 

厚生労働科学研究により前年度に

実施した研究の概要を研究者から

提出され次第、厚生労働科学研究デ

ータベースにより順次公開する。 

ホームページ ６月目途 ホームページの

アクセス回数の

対前年度比の増

加。 

 

※（参考）厚生

労働科学研究成

果データベース

閲覧システム 

平成 26 年度（平

成26年4月1 日

～平成 27 年 3 

月 31 日）98,250

アクセス 

 

厚生労働科学研究により前年度に

実施した研究の研究報告書全文を

厚生労働科学研究データベースに

より公開する。 

ホームページ 10 月目途 

研究課題設定のためのパブリック

コメントを実施する。 

ホームページ 10 月目途 

厚生労働科学研究の研究に係る一

般国民向けの成果発表会を実施す

る場合に、厚生労働省のホームペー

ジにおいて、日程等を公表する。 

成果発表、ホー

ムページ、厚労

省 Twitter 

12 月目途 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度：厚生労働統計調査の推進  

担当係：企画課普及相談室普及係・企画課統計企画調整室、人口動態・保健社会統計課世帯統計室、雇用・賃金福祉統計課   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計調査の円滑

な実施 

厚生労働統計調査の

実施に関し、的確に

情報提供を行い、調

査の円滑な実施を図

る。 

 

 

自治体 厚生労働統計調査の実施に関し、各

種会議の場を通じて各自治体に対

し的確に実施内容の説明を行う。 

会議等 平 成 28

年４月～

平 成 29

年３月 

自治体に対する

アンケートの結

果、「説明・資料

がわかりやすか

った」等と回答

し た 割 合 が

80 ％以上（平成

26 年 度 実 績

86.4％） 

 

厚生労働統計通信を発行する。 厚生労働統計

通信 

平 成 28

年４月～

平 成 29

年３月 

厚生労働統計通

信を年６回発行

する。 

 

 

広報誌（月刊

厚生労働）読

者 

統計調査の協力依頼等について、広

報誌（月刊厚生労働）を通じて広報

する。 

広報誌（月刊厚

生労働） 

平 成 28

年４月～

平 成 29

年３月 

広報誌（月刊厚

生労働）に統計

調査の実施のお

知らせを10件以

上。（平成 27 年

度実績 15件） 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度：厚生労働統計調査の推進  

担当係：企画課統計企画調整室  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計調査結果等

の周知 

統計調査の実施に当

たっては調査の対象

となる個人や企業等

の協力が不可欠であ

るため、公的統計が

国民生活の向上にど

のように役立ってい

るのかなどについて

国民の理解の促進を

図る。 

 

 

厚生労働省ホ

ームページ新

着情報配信サ

ービス利用者 

「厚生労働省ホームページ新着情

報配信サービス」を通じ、 

・子ども向け統計学習サイト等を紹

介するページ「統計について学ぼ

う（統計学習サイトのリンク集）」 

・統計データ・グラフフェア 

について広報する。 

厚生労働省ホ

ームページ新

着情報配信サ

ービス 

平成28年

５月、 

10 月 

「統計グラフ全

国コンクール」

の応募時期、「統

計の日」の時期

に合わせて２回

行う。 

 

各調査対象者

（一般国民、

事業者） 

統計調査（自治体向けを除く）の年

度実施予定一覧を掲載する。 

ホームページ 平成28年

４月～ 

実施する統計調

査を明確にし、

調査象者の不安

を解消する。 

事業者に対して

は業務計画等の

参考にしていた

だく。 

 

      

 

 

  



12 

 

【大臣官房統計情報部】 

施策・制度：厚生労働統計調査の推進  

担当係：企画課審査解析室  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計データの二

次的利用の推進 

統計データの二次的

利用制度が整備され

たことを踏まえ、当

該制度について周知

することにより、学

術研究や高等教育に

おける厚生労働統計

の活用を支援する。 

 

 

学術研究機

関、高等教育

等 

二次的利用の趣旨等について理解

を促すため、各種学会への積極的な

参加を通じて広報するとともに、意

見交換によりニーズを把握する。 

学会の大会等 平成28年

４月～平

成29年３

月 

 

各種学会及び研

究会等への積極

的な参加、チラ

シ の 設 置 に よ

り、利用（委託）

申出件数の増加

を図る。 

（平成 26年度 

申出件数実績： 

オーダー ４件 

匿名   ４件 

計８件） 

 

厚生労働省ホームページにおいて

対象統計調査の画面に二次的利用

のリンクを貼り、より多くの方の目

につくように広報するとともに、こ

れまでの提供・活用実績一覧を掲載

する。 

厚生労働省ホ

ームページ 

平成28年

４月～ 

制度利用を検討

している者への

参 考 と し て 提

供・活用実績を

公表することに

より、利用（委

託）申出件数の

増加を図る。 

 

※二次的利用とは、次のことをいう。 

① 申出者からの委託を受けて作成した統計（オーダーメード集計）結果の提供〔統計法第 34 条（委託による統計の作成）〕 

② 被調査者の特定ができないように加工した調査票情報（匿名データ）を作成し、申出者へ提供〔統計法第 35 条、36 条（匿名データの作成、提供）〕 
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【医政局】 

施策・制度：美容医療サービスに情報提供の適正化等 

担当係：医政局総務課  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

美容医療サービ

スに関する消費

者トラブルが発

生し続けている

ことを踏まえ、情

報提供の適正化

等を図る。 

 

※平成 27 年７月

７日に消費者委

員会より「美容医

療サービスに係

るホームページ

及び事前説明・同

意に関する建議」

がなされ、当該建

議では、厚生労働

省に対し（１）医

療機関ホームペ

ージの情報提供

の適正化（２）事

前説明・同意の適

正化（３）苦情相

談情報の活用を

求めている。 

①医療機関に対して

広報を行うことに

より、医療機関の

ホームページ及び

美容医療サービス

等の自由診療にお

けるインフォーム

ド・コンセントの

適正化を目指す。 

②国民や患者に対し

て、美容医療サー

ビス等の自由診療

を受ける際に、注

意すべき事項など

について注意喚起

を行う。 

医療機関 当省がこれまで実施した関係通知

の周知を行い、医療機関（特に美容

医療サービス等の自由診療を実施

する医療機関）におけるホームペー

ジ及びインフォームド・コンセント

の適正化を求める。 

医療機関向け

広報誌等 

７月、12

月 

消費者トラブル

発生状況の目安

となる全国消費

生活情報ネット

ワーク・システ

ム（PIO-NET）※

に登録される美

容医療サービス

の相談件数を減

少させる（平成

26 年度は 2602

件）。 

※国民生活セン

ターと全国の消

費生活センター

をオンラインネ

ットワークで結

び、消費生活に

関する情報を蓄

積しているデー

タベース 

 

国民や患者 国民や患者への情報提供、広報資料

のあり方について研究が平成 28 年

度に開始され、研究の成果は平成 29

年５月末にとりまとめの予定であ

り、平成 29 年６月までに研究結果

を踏まえたパンフレット等の広報

用資料を作成し、美容医療サービス

等の自由診療を受ける際の注意点

等の周知を行う。 

厚生労働科学

研究費補助金

にて研究を実

施 

平成29年

６月以降 
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【医政局】 

施策・制度： 必要な医療人材の確保   

担当係：医政局医事課  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

医師確保対策の

一環として、女性

医師支援の普及

推進を図る。 

現在、医学部生の約

３分の１が女性とな

っており、今後、女

性医師がますます活

躍することが期待さ

れる。 

一方、妊娠・出産等

によりキャリアを中

断せざるを得ない場

合があり、女性医師

が働き続けやすい環

境の整備が課題とな

っている。 

このため、女性医師

支援の様々な取り組

みが広く活用される

よう、女性医師支援

の普及推進を図る。 

 

 

医療関係者、

各都道府県 

【女性医師バンクの普及】 

女性医師バンクにおいて、再就業を

希望する女性医師の就職相談及び

就業あっせん等を行う。 

 

【女性医師支援のためのセミナー

開催】 

病院管理者、女性医師、研修医等を

対象に、就業継続できるよう、多様

な女性医師像の提示や就業環境改

善等に関するセミナーなどを実施

する。 

ホームページ、

パンフレット、

セミナー 等 

随時 ホームページア

クセス回数を前

年度以上とする。

http://www.med.

or.jp/joseiishi

/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療関係者、

各都道府県 

【地域で普及可能な女性医師支援

策の普及】 

「女性医師キャリア支援モデル推

進医療機関」として選定された医療

機関において、モデルを作成し、地

域の医療機関への普及推進を行う。 

 

ホームページ、

ワークショッ

プ、シンポジウ

ム 等 

時期未定 シンポジウム等

を２回以上開催

し、合計 100 人

程度の受講者を

目指す。 
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【医政局】 

施策・制度： ジェネリック医薬品の使用促進         

担当係： 経済課後発医薬品使用促進専門官           

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

政府では、患者負

担の軽減や医療

保険財政の改善

の観点からジェ

ネリック医薬品

の使用促進を図

る。 

※平成 27 年６月

に閣議決定され

た「経済財政改革

の基本方針 2015」

において、ジェネ

リック医薬品の

数量シェアを「平

成 29 年央に 70％

以上とするとと

もに、平成 30 年

度から平成 32 年

度末までの間の

なるべく早い時

期に 80％以上と

する」という新た

な目標が定めら

れた。 

医療関係者の中に

は、ジェネリック医

薬品の品質や安定供

給について不安を感

じている者がおり、

一般国民において

は、使い慣れた医薬

品からのジェネリッ

ク医薬品に変更する

ことに不安がある。 

 

このため、医療関係

者におけるジェネリ

ック医薬品の品質や

安定供給に対する信

頼性を向上させると

ともに、一般国民が

安心してジェネリッ

ク医薬品を使用する

ことができるよう、

積極的な情報提供に

努める。 

都道府県協

議会で決定 

都道府県に設置している「後発医薬

品安心使用促進協議会」等におい

て、地域の特性を踏まえたジェネリ

ック医薬品の使用促進のため、セミ

ナーの開催や広報活動を行う。 

都道府県協議

会で決定 

都道府県

協議会で

決定 

調剤医療費のジ

ェネリック医薬

品の数量シェア

を前年度の数値

以上にする。 

（参考） 

平成 27年 10

月時点の調

剤医療費の

ジェネリッ

ク医薬品の

数 量 シ ェ

ア：59.7％ 
医療関係者 

一般国民 

広告会社に委託して既存の動画等

を改善し、医療関係者や国民が安心

してジェネリック医薬品を使用す

ることができるよう、わかりやすい

情報を提供する。 

デジタルサイ

ネージ広告等 

通年 

医療機関や都道府県等におけるジ

ェネリック医薬品の使用促進に有

効な方策を調査し、都道府県等を通

じて情報提供を行う。 

ホームページ ３月 

ポスター、リーフレット、ジェネリ

ック医薬品希望シールを作成し、都

道府県や文部科学省管下の大学医

学部、薬学部、大学附属病院等に送

付する。また、ホームページに公開

して、希望者に直接送付する。 

ポスター、リー

フレット、シー

ル 

通年 
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ジェネリック医薬品の普及率が低

い都道府県において、医療関係者や

一般国民を対象としたセミナーを

開催し、参加者のジェネリック医薬

品に対する理解の向上を図る。 

セミナー 10 月、２

月 

政府広報を活用し、一般国民にジェ

ネリック医薬品について分かりや

すく解説する。 

ホームページ、

新聞、テレビＣ

Ｍ等 

通年 

国立高度専門医療研究センターや

国立病院機構、都道府県が作成して

いる汎用品リスト・採用基準の最新

情報を提供する。 

ホームページ 通年 

ジェネリック医薬品メーカーが作

成する「安定供給体制等に関する情

報」の作成を促すとともに、各メー

カーへのリンク情報を更新する。 

ホームページ 通年 

「ジェネリック医薬品品質検討会」

が公表する、ジェネリック医薬品の

品質確認検査や品質に関する情報

を提供する。 

ホームページ 通年 

関係団体や都道府県、後期高齢者医

療広域連合、市町村国保課等に対

し、ジェネリック医薬品に関する調

査結果や当省ホームページの更新

の最新情報を提供する。 

メール 適時 
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【健康局】 

施策・制度：肝炎総合対策の推進 

担当係：がん・疾病対策課肝炎対策推進室肝炎対策指導係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

肝炎は、感染者が

300 万人以上いる

と推定される国

内最大級の感染

症であり、肝硬

変・肝がんへと重

症化する疾患で

あることから、肝

炎の克服に向け

て肝炎対策を総

合的に推進する。 

肝炎に関する正しい

知識がまだ十分に国

民に浸透していない

ことから、肝炎に関

する広報をより一層

推進し、肝炎の感染

予防、早期発見・早

期治療の促進を図

る。 

一般国民（特

に若年層を

想定） 

 

マスメディア等を活用した効果的

な広報戦略を実施する。 

 

テレビ、ラジ

オ、新聞、雑誌

やホームペー

ジ等 

通年 国民及び参加企

業へ肝炎総合対

策及び広報内容

に係る認知度調

査を行うととも

に、施策のホー

ムページへのア

クセス件数等を

分析し、広報の

評価、課題の把

握及び効果検証

を実施する（平

成26年度アクセ

ス件数は 78,649

件（26 年７月～

平成 27 年３月。

ユニークユーザ

ー数）。 

 

自治体が実施す

る肝炎ウイルス

検査の受検者数

及び肝炎医療費

助成の受給者数

を前年度比で増

加させる。 

 

 

日本肝炎デー等における普及啓発

イベントを実施する。 

イベント等 日本肝炎

デー（７

月 28日）

等を予定 

肝炎に関心のある著名人を活用した

情報発信を実施する。 

ホームページ

等 

 

通年 

一般国民 

（特に企業

の従業員等

を想定） 

肝炎対策に関心のある企業や社員等

に対する肝炎対策に積極的に取り組

む企業との連携を通じた肝炎対策を

実施する。 

意見交換会等 

 

通年  
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【健康局】 

施策・制度：臓器提供意思表示の促進 

担当係：難病対策課移植医療対策推進室臓器移植係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民の臓器移植

に関する理解を

深めるとともに、

臓器提供に関す

る意思表示を促

進する。 

平成 22 年７月の改

正臓器移植法施行

後、脳死下臓器提供

件数は徐々に増加し

てきているが、家族

承諾による提供が多

く、本人の意思表示

による臓器提供は増

加していない。（平成

25 年の世論調査で

は、意思表示を記入

している者の割合は

法改正前よりも増加

しているが、それで

も12.6％に留まって

いる。） 

 

 

 

一般国民 

 

10 月の臓器移植普及推進月間や同

月 16日の「グリーンリボン DAY」に

合わせ、日本臓器移植ネットワーク

と協力し、臓器移植に関する知識や

制度についての一般的な情報を周

知する。 

・「臓器移植推進国民大会」の開催 

・政府広報の活用 

・Twitter の活用（推進月間の実施

や国民大会の開催の他、２か月に

１回程度、臓器移植に関するツイ

ートを行う。） 

・地下鉄の駅などのスペースを活用

したＰＲ広告の掲出 

・中学生向け(※)のパンフレットの

作成 

（※）臓器提供の意思表示が可能と

なる年齢が 15歳からであるため、

中学３年生を対象とした普及啓発

パンフレットを作成している。 

ホームページ、

Twitter、イベ

ント、パンフレ

ット等 

６月以降 

（Twitter

について

は通年で

実施） 

日本臓器移植ネ

ットワーク臓器

提供意思登録シ

ステム現登録者

数の増加（平成

27 年末時点の登

録者数：132,085

人） 

 

日本臓器移植ネットワークにおい

て、以下の取組を行う。 

・一般国民向け説明用リーフレット

やポスターの作成・配布 

・運転免許証の裏面に意思表示欄が

設けられていることから、警察庁

と協働して、運転免許証の発行・

更新時にリーフレットを配布、ま

リーフレット、

ポスター、 

ステッカー等 

通年  
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た、自動車教習所やタクシー会社

と協力して普及啓発活動を実施 

・健康保険証の裏面に意思表示欄が

設けられていることから、健康保

険証発行者にリーフレットを配

布、また、薬局と協力して普及啓

発活動を実施 
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【健康局】 

施策・制度：スマート・ライフ・プロジェクト（ＳＬＰ） 

担当係：健康課健康指導係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

企業・団体・自治

体と連携して国

民への普及啓発

に取組み、健康日

本 21（第二次）の

基本的な方向で

ある健康寿命の

更なる延伸を図

る。 

SLP 参画数は、順調に

増加している。 

引き続き、認知度の

向上に努めるととも

に、企業等の参画を

促す取組が必要であ

る。 

 

 

 

 

一般国民 

 

 

 

毎年５月 31 日（世界禁煙デー）か

らの１週間を禁煙週間と定め、喫煙

による健康影響を周知し、禁煙及び

受動喫煙の防止に関する普及啓発

を行う。 

 

イベント、ポス

ター、ホームペ

ージ、Twitter 

 

5 月 31 日

～６月６

日 

【一般国民】 

禁煙デーや健康

増進普及月間の

認知度の向上を

目指す。ホーム

ページの閲覧数

について、前年

度実績を上回る

（平成 26年度

127,749 件）。 

 

【SLP 参画企業】 

大企業及び地方

の企業等の参画

を推進し 300 社

以上の新規参画

を目指す。(H26

年度 519 社) 

 

 

健康増進普及月間に向けて、ポスタ

ーを作成し、都道府県等を通じて周

知を行う。 

ポスター、ホー

ム ペ ー ジ 、

Twitter 

９月 

SLP 参画企業

等 

 

 

「健康寿命をのばそう！アワード」

において、生活習慣病予防・重症化

予防などに向けた優れた取組を表

彰し、表彰した取組を全国へ発信す

る。 

イベント、冊

子、SLP ホーム

ページ 

 

11 月  
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【医薬・生活衛生局】 

施策・制度：安全で有効な医薬品、医療機器及び再生医療等製品の患者への提供          

担当係：審査管理課、医療機器・再生医療等製品担当参事官室、総務課、医薬品副作用被害対策室、安全対策課     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

革新的な医薬品、

医療機器及び再

生医療等製品の

早期実用化を推

進するとともに、

かかりつけ薬剤

師・薬局の推進や

国民、医療関係者

等への啓発を通

じて、医薬品等の

適正使用や安全

性・有効性を確保

する。 

併せて、医薬品等

による健康被害

に遭われた方に

対して迅速な救

済を図る。 

 

革新的医薬品の早期

実用化のためには、

製薬関係者等が承認

審査に関する各種相

談等の施策・取組を

十分理解・活用いた

だくことが必要。 

 

そのため、製薬関係

者等に対して、医療

イノベーションに向

けた医薬品審査行政

の動向に関する情報

を発信する。 

 

製薬関係者

等 

製薬団体等が開催する講演会等に

職員を派遣し、講演等を実施するこ

とにより、革新的医薬品の早期実用

化に資する各種施策・取組の理解の

向上を図る。 

講演会等 随時 より多くの講演

会等へ職員を派

遣し、革新的医

薬品の早期実用

化に資する各種

施策・取組を周

知する。 

 

 

 

 

革新的医療機器及び

再生医療等製品の早

期実用化のために

は、開発企業等が承

認審査に関する各種

相談等の施策・取組

を十分理解・活用い

ただくことが必要。 

 

そのため、医療機器

及び再生医療等製品

の開発企業等に対し

て、医療イノベーシ

医療機器及

び再生医療

等製品の開

発企業等 

医療機器及び再生医療等製品の開

発企業等が開催する講演会等に職

員を派遣し、講演等を実施すること

により、革新的医療機器及び再生医

療等製品の早期実用化に資する各

種施策・取組の理解の向上を図る。 

講演会等 随時 より多くの講演

会等へ職員を派

遣し、革新的医

療機器及び再生

医療等製品の早

期実用化に資す

る各種施策・取

組を周知する。 
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ョンに向けた審査行

政の動向に関する情

報を発信する。 

 

医薬品等の適正使用

については国民や医

療関係者の理解が十

分とは言えない現状

がある。 

 

そのため、かかりつ

け薬剤師・薬局を推

進するとともに、国

民や医療関係者に対

して適正使用に関す

る普及啓発や安全対

策に係る制度の周

知、理解の促進を図

る。 

 

 

 

一般国民 

医療関係者 

医薬品を正しく使用することの大

切さ、そのためにかかりつけ薬剤

師・薬局が果たす役割の大切さを周

知することを目的とする「薬と健康

の週間」について、厚生労働省ホー

ムページや政府広報等の媒体を活

用した啓発・宣伝を行うとともに、

都道府県や関係団体等にポスタ

ー・リーフレットを配布する。 

 

ホームページ、

Twitter、ポス

ター、リーフレ

ット 

10 月 ①厚生労働省ホ

ームページ上

の医薬品等の

適正使用に係

るページ（お

くすりe情報、

一般用医薬品

の販売サイト

一覧）のアク

セス数を前年

度以上とする

（平成26年度

実 績 25,021

回）。 

 

②平成27年３月

にリニューア

ルされた医薬

品医療機器総

合機構の安全

対策業務に係

るホームペー

ジを通じて適

正使用の推進

等を図る。 

 

厚生労働省ホームページにかかり

つけ薬剤師・薬局の推進や医薬品等

の適正使用に係る取組について掲

載する（分かりやすいページとなる

よう改善する）。 

 

ホームページ 随時 

かかりつけ薬剤師・薬局の必要性や

医薬品等の適正使用に関する分か

りやすいリーフレットを作成し、関

係団体や子ども霞が関見学デー等

のイベントで配布する。 

 

ポスター、リー

フレット 

８～10 月 

広報誌（月刊「厚生労働」）の特集

コーナーにおいて、かかりつけ薬剤

師・薬局の機能等を明確化した「患

者のための薬局ビジョン」の内容を

紹介する。 

広報誌 ５月 
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厚生労働省ホームページに、自治体

に適切に届出を行って一般用医薬

品を販売するウェブサイトの一覧

を掲載する。 

 

ホームページ 随時 

一般国民 

医療関係者 

＜医薬品等の安全対策＞  

公開の審議会で、副作用報告数を報

告するとともに、当該資料をホーム

ページで公開する。 

 

ホームページ 随時 

医療関係者 ＜医薬品等の安全対策＞  

① 日本医師会、日本歯科医師会及

び日本薬剤師会の会員、関連学

会、都道府県等に対し、医薬品・

医療機器等安全性情報報告制度

啓発ポスターを配布し周知を図

る。 

  

② 「医薬品・医療機器等安全性情

報」を発行し、医療関係者等に

副作用情報等を提供するととも

に、医薬品・医療機器等安全性

情報報告制度の周知を図る。 

 

③ 医薬品医療機器総合機構のホー

ムページで、医薬品・医療機器

等安全性情報報告制度の概要な

どを説明し、医療関係者の理解

を図る。 

 

 

ポスター 

 

 

 

 

 

 

冊子 

ホームページ 

雑誌 

 

 

 

ホームページ 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

およそ毎

月 

 

 

 

 

随時 

国民や、薬剤師を除

く医療関係者の医薬

品等副作用被害・生

物由来製品等感染等

一般国民 

医療関係者 

医薬品医療機器総合機構による広 

報（ホームページへの掲載、医療機 

関等での制度説明、テレビ・新聞・ 

雑誌等の活用）の実施。 

ホームページ、

テレビ・新聞・

雑誌等 

随時 

 

医薬品等副作用

被害・生物由来

製品等感染等被

害救済制度につ
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被害救済制度に関す

る認知度が低い。 

 

そのため、国民、医

療関係者等への制度

の周知、理解の促進

を図る。 

 

薬と健康の週間（10/17～23）で配 

布するリーフレットに救済制度に 

関する記述を掲載。 

リーフレット 

 

10 月 いて医療関係者

の理解を深め、

国民が健康被害

を受けた「いざ

というとき」に

医師や薬剤師に

相談することで

確実な制度の利

用 に 結 び つ け

る。 

 

医療関係者に対し、医薬品・医療機

器等安全性情報報告制度啓発ポス

ターを配布する際に、救済制度のリ

ーフレットを同封し配布。 

リーフレット 

 

３月 

 

中学３年生に配布する教材に救済 

制度に関する記述を掲載。 

パンフレット ４月 

平成 24 年９月に、 

「特定フィブリノゲ

ン製剤及び特定血液

凝固第Ⅸ因子製剤に

よるＣ型肝炎感染被

害者を救済するため

の給付金の支給に関

する特別措置法」に

基づく給付金の請求

期限の延長（法施行

後５年（H25.1.15）

→法施行後 10 年

（H30.1.15））などの

法改正が行われた。 

 

できるだけ多くの人

を救済できるよう、

給付金支給の仕組み

等について、国民・

医療関係者等への周

知を図る。 

一般国民 

医療関係者 

厚生労働省及び医薬品医療機器総 

合機構のホームページに給付金支 

給の仕組み等を掲載。 

 

ホームページ 随時 

 

特定フィブリ 

ノゲン製剤及び 

特定血液凝固第 

Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎感染 

被害者を救済す 

るための給付金 

の支給に関する 

特別措置法」の 

対象となり得る 

人に請求手続等 

を知っていただ

く。 

 

厚生労働省及び医薬品医療機器総 

合機構に電話相談窓口を設置し質 

問等に応対。 

ホームページ、

電話窓口 

 

随時 
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【医薬・生活衛生局】 

施策・制度：危険ドラッグ対策等の薬物乱用防止                

担当係：監視指導・麻薬対策課                       

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

危険ドラッグ等

の薬物乱用や無

承認医薬品の危

険性についての

注意啓発を行う

とともに、関連す

る規制・制度を周

知することで、薬

物乱用を防止す

る。 

危険ドラッグ等の薬

物乱用や無承認医薬

品の危険性及び関連

する規制・制度につ

いて国民の理解が十

分とは言えない現状

がある。 

 

そのため、危険ドラ

ッグ等の薬物乱用や

無承認医薬品等に関

する情報を一元的に

収集し、国民への注

意啓発を徹底すると

ともに、危険ドラッ

グ等の薬物の危険性

や現状、関連する規

制・制度の周知を図

る。 

 

 

 

一般国民（特

に若年者） 

医療関係者 

個人輸入される無承認医薬品や危

険ドラッグ等による健康被害の情

報などを収集するために、平成 24

年度から実施しているホットライ

ン（コールセンター）及びこれらの

情報を広報啓発ホームページへ掲

載する業務を通じて、消費者等に対

する注意啓発を行う。 

 

ポスター、リーフレット等の啓発資

材を作成し、関係機関での活用を通

しても注意啓発を行う。 

 

ホットライン

及びホームペ

ージ 

 

 

 

 

 

ポスター及び

リーフレット 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～３月

頃 

薬物乱用防止に

ついて、国民一

人一人（特に訪

問事業の参加者

(のべ 10 万人以

上を目標)や SNS

の閲覧者(のべ

10 万人以上を目

標)等の若年者）

の理解を深め、

薬物乱用の根絶

を図る。 

 

 

不正大麻・けし撲滅運動、「ダメ。

ゼッタイ。」普及運動、麻薬・覚醒

剤乱用防止運動の実施と併せて、ポ

スター・リーフレットを作成・配布

し、薬物乱用防止に対する国民の認

識を高める。 

 

ホームページ、

ポスター、リー

フレット 

５ ～ ６

月、６～

７月、10

～11 月 

青少年、保護者、高校卒業予定者を

対象に薬物乱用防止啓発読本を作

成・配布し、薬物乱用防止に関する

正しい知識の普及や薬物乱用の状

況等について、普及・啓発する。 

 

リーフレット 11～３月

頃 
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薬物乱用防止啓発訪問事業として、

教育機関等の要請に応じて、薬物乱

用防止の専門家を講師として派遣

し、普及啓発を図るとともに、SNS

等を活用して情報発信を行う。 

 

講師の派遣、

Twitter、

Facebook 等 

随時 
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【医薬・生活衛生局】 

施策・制度：献血の推進                        

担当係：血液対策課献血推進係                                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

献血の推進 将来の献血基盤とな

る若年層に、いかに

献血の知識等を浸透

させることができる

かが課題となってい

る。 

 

そのため、若年層を

中心に献血の正しい

知識や必要性につい

て普及啓発を行い、

献血に対する理解を

促進する。 

 

 

 

地方自治体、 

ボランティ

ア組織 

 

 

 

＜意見交換の機会の積極的な設定＞ 

 

血液関係ブロック会議や献血推進

運動中央連絡協議会において、学生

献血推進ボランティアの方も交え

た形で地方自治体等と意見交換を

行う。 

 

会議 ５～６月 

10 月 

 

【一般国民】 

①模擬献血に参

加した人への

アンケートに

より評価。参

加した子が、

大きくなった

ら本当の献血

をしてみたい

と思う割合を

60％以上とす

る（平成 27 年

度実績 53%）。 

 

【一般国民】 

②テキストを配

布した高校の

教師へのアン

ケートにより

評価。献血へ

の関心が高ま

った高校の割

合を 45％以上

とする(平成

27 年度実績

48%)。 

 

一般国民（特

に若年者） 

<国民のニーズ、情報を共有する仕組み> 

 

①「はたちの献血」キャンペーンを

通じて、報道機関の理解を促す。 

 

②毎年度策定する「献血の推進に関

する計画」に対し、パブリックコ

メントを募集する。 

 

ホームページ、

テレビやラジ

オＣＭ（日赤） 

 

 

１～２月 

 

 

１～２月 

一般国民（特

に若年者） 

＜分かりやすい情報の提供＞ 

 

① 政府広報、月刊「厚生労働」や

厚生労働省のTwitterを活用し、

国民に周知を図る。 

 

② 「子ども霞が関見学デー」にお

いて、模擬献血を通じて、献血

に触れ合う機会を提供する。 

 

 

ホームページ、

リーフレット、

Twitter 

 

 

７月 

１～２月 

 

 

８月 
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③ 高校生向けテキスト「けんけつ

ＨＯＰ ＳＴＥＰ ＪＵＭＰ」

を作成し、全国の高校２年生向

けに配布を行う。 

 

3 月 

都道府県の

血液事業担

当者等 

＜情報提供のための手法と技術の向上＞ 

平成 27 年度厚生労働科学研究事業

の研究成果である、献血に関しての

世代ごとでの効果的な広報戦略等

について、都道府県の血液事業担当

者等に情報提供し、献血に関する広

報への活用を図る。 

 

事業報告書、会

議 

5 月 
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【医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部】 

施策・制度：生活衛生・食品安全に関する施策                     

担当係：医薬食品局食品安全部企画情報課リスクコミュニケーション係     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

科学的知見に基

づいて食品等の

安全を確保し、国

民の健康と豊か

な食生活に資す

る。 

食品等による危害の

予防のため、消費

者・事業者等の協力

が必要である。 

 

科学的な知見に基づ

く適正な安全対策を

行うとともに、国民

の安心感を高めるた

めに、消費者・事業

者等の理解の向上を

図る。 

一般国民（消

費者等）、 

事業者等 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

ア 食品の安全確保に関する国民

の理解を深めるとともに、意見・

要望を把握するために意見交換

会を開催する。 

①食品中の放射性物質対策 

②輸入食品の安全確保対策 

 ③その他のテーマ 

 

イ 関係府省、地方自治体等が開催

する食品安全等に関する意見交

換会に、職員を講師として派遣す

る。 

意見交換会 ア 

①地方自

治体等の

要望を踏

まえ随時 

②１月 

③随時 

 

 

イ 随時 

意見交換会参加

者に対してアン

ケ ー ト を 実 施

し、内容を理解

した方の割合を

70 ％ 以 上 と す

る。 

 

消費者の生活衛生・

食品安全への理解を

深めるとともに、事

業者等に食品安全に

関する規制等を周知

し、食品を通じた危

害の発生を防ぐこと

が必要である。 

 

食品安全等に関する

施策についての透明

性を向上するととも

に、国民の意見を反

映する機会を設け、

行政への信頼を高め

２ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

意見交換会でのアンケートや、食

品安全モニター報告、電話などで

寄せられたご意見等により、国民

の食品安全に関する意見・要望を

把握する。 

アンケート、電

話等 

随時 

－ 

３ 国民への迅速で分かりやすい情

報提供 

①大規模な食中毒事件など、国民が

不安に感じる事件が発生した際に

は、迅速に適切な情報提供を行う 

②食品等に関する制度の変更など

があった際には、消費者の立場に

立って、分かりやすく情報提供を

ホームページ、

報道発表資料、

リーフレット、

Twitter、政府

広報等 

随時 

（③につ

いては、

特 に ６

月、11 月

など食中

毒の発生

が増加す
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ることが必要であ

る。 

 

生活衛生・食品安全

に関する施策につい

ての透明性を向上す

るとともに、国民の

意見を反映する機会

を設け、行政への信

頼を高める。 

 

行う 

③食中毒の予防など、食品の安全確

保等のために消費者が行うべき対

策について、分かりやすく情報提

供を行う 

④食品の安全確保等のために国や

自治体が行っている対策などにつ

いて、分かりやすく情報提供を行

う 

⑤食品中の放射性物質の検査結果

や対策について、情報提供する 

る時期に

重点的に

実施） 

事業者等 ４ 事業者等への情報提供 

①食品等に関する制度の変更や、規

格・基準の設定等を行った際に、

分かりやすく周知する 

②食中毒の予防など、食品の安全確

保等のために広く事業者の協力

を要する事項については、周知・

注意喚起を行う 

ホームページ、

報道発表資料、

リーフレット、

政府広報等 

随時 － 

地方自治体

職員 

５ 情報提供を行う関係者の育成 

地方自治体においても、国民に周知

する必要があるため、地方自治体職

員を対象とした講習会等を開催し、

自治体担当者の理解を深める 

講習会 随時 講習会参加者に

アンケートを実

施し、内容を理 

解した方の割合

を 80％以上とす

る。 

 

海外向け ６ 海外向けの情報提供 

①食品等に関する制度の変更、規

格・基準の設定等を行った際や健

康危害情報があった場合に、すみ

やかに情報提供を行う 

②食品中の放射性物質の検査結果

等について、情報提供を行う 

ホームページ、

大使館等 

随時 －  
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  ― ７ 情報提供のための手法と技術の

向上 

厚生労働科学研究等により、より効

果的な周知の方法等について研究

を行う 

－ 年度内 ―  
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【労働基準局】 

施策・制度： 働き方改革   

担当係：労働条件政策課働き方・休み方改善係、勤労者生活課企画第二係   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働者の心身の

健康の保持増進、

仕事と生活の調

和、女性の活躍推

進等の観点から、

個々の企業にお

いて、労使の話し

合いを通じて、所

定外労働時間の

削減、年次有給休

暇の取得促進、適

正な労働条件の

下でのテレワー

クの普及など、

「働き方改革」を

進めていくこと

が求められてい

る。 

このため、企業

の働き方改革が

円滑に実施され

るよう、支援策に

ついて周知する。 

 

「働き方改革」は、

企業経営者、労働者、

地方自治体等の意識

改革が必要であるこ

とから、「働き方改

革」に対する社会全

体の気運づくりや、

働き方改革に取り組

む企業に対する支援

について周知する必

要がある。 

働き方・休み

方改革を実

施しようと

する企業の

人事担当者

等 

「働き方・休み方改善ポータルサイ

ト」において、働き方改革に取り組

む企業の取組事例の紹介や、「働き

方・休み方改善指標」による企業診

断を行う。 

ポータルサイ

ト、人事労務メ

ールマガジン 

随時 ポータルサイト

の閲覧数を年間

60,000 件以上と

する。 

 

テレワークは、場所

にとらわれない働き

方であり、自宅など

の私的な空間で仕事

に従事することか

ら、労務管理上のル

ールを周知する必要

がある。 

 

 

テレワーク

を導入また

は導入しよ

うとする企

業の人事担

当者等 

セミナーの開催により、テレワーク

実施時の労務管理の注意点等の周

知、テレワーク導入企業の紹介等を

行う。 

セミナー、ホー

ムページ、人事

労務メールマ

ガジン 

随時 セミナーのアン

ケートにおいて

「在宅勤務ガイ

ドラインの内容

を理解した」と

の回答を８割以

上とする。 
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【労働基準局】 

施策・制度：円滑な無期転換の促進             

担当係：労働条件政策課労働条件確保改善対策室労働条件改善係     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働者の申込み

により無期労働

契約に転換させ

る仕組み（無期転

換ルール）につい

ては、平成 30 年

度以降、多くの労

働者に無期転換

申込権が発生す

ることから、制度

の周知を図り、円

滑な無期転換を

促進する必要が

ある。 

 

「無期転換ルール」

は本邦初のルールで

あり、引き続き重点

的な周知が必要であ

ることから（※）、特

に中小企業を中心に

そのルールの内容や

意義について労使に

十分浸透させること

が必要。 

 

（※）約４割の企業

では改正内容を分か

らないとし、約４分

の１の企業で対応方

針が未定という状況

である（平成 27年９

月時点） 

 

 

事業主 

（中小企業

を中心に） 

・労働局・労働基準監督署・公共職

業安定所におけるリーフレット

の配布を通じた周知 

 

・無期転換制度を先行的に導入した

企業の好事例を厚生労働省ホー

ムページで紹介 

 

・セミナーにおける制度の周知と個

別相談を行う体制の整備 

 

・無期転換制度の導入の手引きをま

とめたハンドブックの作成と周知 

リーフレット、

ホームページ、

セミナー、コン

サルティング

（委託事業）、

人事労務メー

ルマガジン、ハ

ンドブック 

４月以降 企業へのアンケ

ー ト 調 査 を 行

い、改正内容に

ついて知ってい

るという回答を

80％以上の回答

者から得る（参

考：平成 27 年度

59％） 

 

厚生労働行政モ

ニターに対して

アンケートを実

施して、この一

年間で改正内容

を把握したとの

回答を 70％以上

の回答者から得

る。（参考：平成

27 年度 54%） 

 

 

 

労働者 

（上記方策については、事業主側の

みならず労働者に対しても実施予

定） 

 

リーフレット、

ホームページ、

セミナー、ホー

ムページ、人事

労務メールマ

ガジン 

随時 

 

  



34 

 

【職業安定局】 

施策・制度： 若者の活躍推進        

担当係： 派遣・有期労働対策部企画課 若年者雇用対策室 若年者雇用対策係   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

青少年の適職の

選択並びに職業

能力の開発及び

向上に関する措

置等を総合的に

講ずる「若者雇用

促進法」が平成 27

年 10 月から施行

されている。 

同法に関する

制度について周

知・広報を行うこ

とでその取組を

推進する。 

「若者雇用促進法」

においては、①若者

の適職選択に資する

よう、職場情報を提

供する仕組みの創

設、②一定の労働関

係法令違反の求人者

について、ハローワ

ークで新卒求人を受

理しないこと、③若

者の雇用管理が優良

な中小企業につい

て、認定制度の創設

などの内容を盛り込

んでいる。 

これらの取組の実施

に当たっては、事業

主をはじめ広く関係

者に理解され、社会

全体の機運を醸成す

ることが重要であ

る。 

事業主、経済

団体、職業紹

介事業者、募

集情報提供事

業者、新卒者、

都道府県、学

校 

等 

 

若者雇用促進法における職場情報

の提供、求人不受理、認定企業の各

制度についてホームページなど各

種媒体により周知する。 

 

ホームページ、

メ ル マ ガ 、

Twitter 

 

４月～ 施策の認知度に

ついて、オンラ

インアンケート

を実施し、下半

期が上半期を上

回ること。 

 

 

 

若者雇用促進法を周知するポスタ

ーを作成し、労働局、安定所、学校

等の関係機関に配付する。 

 

ポスター ４月～ 

若者雇用促進法における職場情報

の提供、求人不受理、認定企業の各

制度についてリーフレットにより

学校等への出張相談、求人開拓時等

の機会を活用し、周知する。 

 

リーフレット ４月～ 

事業主、学校等に対して個別に説明

会を開催し、各種制度についての周

知と理解を図る。 

 

 

 

説明会、リーフ

レット 

４月～ 

 

 

 

 

 



35 

 

【職業安定局】 

施策・制度：生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備  

担当係：高齢者雇用対策課 高齢者雇用企画係／雇用開発部 雇用開発企画課 産業対策係         

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

企業における高

齢者の雇用の促

進、高年齢求職者

の再就職の支援

等、生涯現役社会

の実現に向けた

雇用・就業環境の

整備を図る。 

高年齢者の働きやす

い環境整備を行った

事業主への助成であ

る高年齢者雇用安定

助成金について、平

成 28 年度より拡充

が行われる。また、

全国の主要ハローワ

ークに設置された高

年齢者の専門相談窓

口について、「生涯現

役支援窓口」として

平成 28 度から見直

しが行われる。これ

らについて、より多

くの企業・求職者に

積極的に周知を行

い、効果的に制度を

活用していただける

よう努める。 

一般国民（高

年 齢 求 職 者

等）、事業主 

制度内容について、ホームページや

政府広報や雑誌（月刊「厚生労働」）、

メルマガ（「人事労務マガジン」）等、

様々な媒体を通じ、幅広い対象者に

情報を発信する。 

ホームページ、

政府広報、メル

マガ、雑誌等 

４月～ 施策の認知度に

ついて、オンラ

インアンケート

を実施し、下半

期が上半期を上

回ること。 

 

事業主 都道府県労働局の担当者が事業主

に対して制度の周知を行う際、高障

求機構の作成した高年齢者雇用安

定助成金のリーフレットを利用す

る。 

リーフレット リーフレ

ット完成

後 

生涯現役社会の実現

に向けた雇用・就業

環境の整備の一環と

して、平成 28 年度よ

り「生涯現役起業支

援助成金」の創設を

予定している。 

実施に当たっては、

事業主等 生涯現役起業支援助成金について、

分かりやすくホームページに掲載

する。 

ホームページ ４月～ 施策の認知度に

ついて、オンラ

インアンケート

を実施し、下半

期が上半期を上

回ること。 

 

事業主等 リーフレットやパンフレットを作

成し、都道府県労働局やハローワー

ク等を通じて、特に、起業して間も

ない、これから労働者の雇い入れを

リ ー フ レ ッ

ト・パンフレッ

ト 

４月～ 
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これから起業する者

や、起業して間もな

い事業主等に制度内

容を十分に周知・浸

透させ、制度の活用

を促進する。 

 

行うことが見込まれる事業主や事

業主団体を対象に、重点的に周知す

る。 

事業主等 人事労務マガジンを活用して、広く

企業の人事担当者に周知する。 

  

メルマガ 随時 
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【職業安定局】 

施策・制度：正社員転換・待遇改善実現プラン              

担当係：派遣・有期労働対策部 企画課 企画法令係、雇用対策係、政策調整係                                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

「正社員転換・待

遇改善実現プラ

ン」等に基づく非

正規雇用労働者

の正社員転換・待

遇改善の推進 

非正規雇用労働者の

正社員転換・待遇改

善を加速させるた

め、平成 28年１月に

今後５か年の「正社

員転換・待遇改善実

現プラン」を策定し

たところ。 

当該プランに基づく

各種取組を強力に推

進するため、プラン

の内容の周知に努め

るとともに、正社員

転換等に関する施策

の周知について、重

点的に行う必要があ

る。 

また、「ニッポン一億

総活躍プラン」にお

いても「非正規雇用

労働者の待遇改善

は、待ったなしの重

要課題である」とさ

れているところ。 

一般国民 「正社員転換・待遇改善実現プラ

ン」においては、本省のプランの内

容を参考に各労働局にて「地域プラ

ン」を策定し、地域の実状等に応じ

たきめ細かな対策を講じていくこ

ととしているため、「地域プラン」

について、リンクをホームページに

掲載し、各地での取組について周知

を行う。 

ホームページ ４月～ 施策の認知度に

ついて、オンラ

インアンケート

を実施し、下半

期が上半期を上

回ること 

 

事業主等 キャリアアップ助成金について、改

正内容を記載したリーフレットや

パンフレットを作成し、労働局やハ

ローワーク等を通じて、特に非正規

雇用労働者のキャリアアップに取

り組むことが見込まれる事業主や

事業主団体を対象に、重点的に周知

する。 

リーフレット・

パンフレット 

リーフ 

４月～ 

パンフ 

４月～ 

事業主等 「多様な正社員」の普及・拡大を図

るため、全国主要地域でシンポジウ

ムを開催するとともに、労働局にお

いて、非正規雇用労働者の正社員転

換等の取組促進のための事業主向

けセミナーを実施する。 

ホームページ、

セミナー、シン

ポジウム 

４月～ 
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【職業能力開発局】 

施策・制度：教育訓練給付（指定講座）                          

担当係：キャリア形成支援課中長期的キャリア形成支援係          

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

教育訓練給付の

うち特に、専門実

践教育訓練につ

いて、制度の利用

促進のため、受講

及び受給を希望

する個人に対し、

指定講座の周知

を行うとともに、

制度利用者のニ

ーズに応じ各地

域にて受講が可

能となるように

講座整備を行う。 

受講及び受給を希望

する個人に対し制度

及び指定講座の周知

を行い、制度の利用

促進を行う。 

 

また、専門実践教育

訓練の指定講座につ

いては、地域や分野

によるばらつきが大

きいという実態があ

る。 

 

指定対象となりうる

講座を有する教育訓

練施設（専門学校、

大学等）に対して制

度周知を行い、講座

指定申請を促進す

る。 

 

 

一般国民 

 

教育訓練施設が受講及び受給を希

望する者に対し、より効果的・効率

的な周知が可能となるように、厚生

労働省にて定めている指定講座の

広告・募集に係るルールの見直し

（適正化）、また、教育訓練施設が

活用できる広報素材（広報の雛型、

活用事例等）の提供について検討を

行う。 

教育訓練施設

のホームペー

ジ等 

４月以降

随時 

教育訓練給付制

度講座検索シス

テムのホームペ

ージアクセス数

が平成27年度実

績 

を上回ることを

目標とする。 

（参考：26 年度

実績年間約

438,000 件） 

 

一般国民、 

教育訓練施

設 

厚生労働省の広報誌やホームペー

ジ、教育訓練給付制度講座検索シス

テム等を活用し、教育訓練給付制度

について、活用事例等を用いて分か

りやすい説明、指定講座の周知を行

う。 

月刊厚生労働、

厚生労働省ホ

ームページ、教

育訓練給付制

度講座検索シ

ステム等 

４月以降

複数回 

関係業界団体等の広報誌、資格スク

ール情報誌等に教育訓練給付制度

について記事の掲載を依頼し、制度

の周知を図る。 

業界団体広報

誌、資格スクー

ル情報誌 女

性のライフス

タイル情報誌 

等 

随時 

教育訓練施

設 

関係業界団体、文部科学省等の制度

説明会等の場において、教育訓練給

付制度について周知を行い、講座指

定申請を促進する。 

関係業界団体

等の制度説明

会等 

随時 
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【職業能力開発局】 

施策・制度：求職者支援訓練                               

担当係：職業能力開発局能力開発課訓練企画室求職者支援訓練企画係            

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

求職者支援訓練

の制度の周知 

平成 23 年度から求

職者支援訓練の周知

を図っているが、「内

容を含めてよく知っ

ている」とした回答

は 33.5％（平成 27

年厚生労働省調査に

よる）にとどまり、

認知度の向上が課題

となっている。求職

者支援訓練が必要な

求職者が訓練受講に

つながるよう、引き

続き、制度の周知を

図る。 

求職者、事業

主等 

ハローワーク等を活用した周知を

行うほか、厚労省ホームページによ

り、求職者支援訓練の内容をわかり

やすく周知する。 

厚生労働省ホ

ームページ等 

随時 求職者支援制度

のホームページ

アクセス数が前

年度を上回るこ

と を 目 標 と す

る。 

 

厚生労働省の広報誌を活用し、求職

者支援制度について、活用事例等を

用いて分かりやすく周知を行う。 

月刊厚生労働 

関係業界団体の制度説明会等の場

において、求職者支援制度について

周知を行う。 

関係業界団体

等の制度説明

会等 
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【職業能力開発局】 

施策・制度：地域若者サポートステーション                   

担当係：キャリア形成支援課若年労働者対策係                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

ニート等の若者

の職業的自立を

支援するため、全

国 160 か所に「地

域若者サポート

ステーション（サ

ポステ）」を設置

し、一人一人に応

じた専門的な相

談やコミュニケ

ーション訓練、職

場体験等を実施

する。 

 

サポステ事業の認知

度は 13.2％（平成 25

年度厚生労働省調査

による）にとどまり、

認知度の向上が課題

となっている。この

ため、ニート等の若

者の特性を踏まえ、

サポステ事業の周

知・広報を効率的・

効果的に実施するこ

とで一人でも多くの

ニート等の若者が職

業的自立を図れるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

一般国民 

（支援対象

者、保護者

等） 

訴求力があるポスター及びパンフ

レットを作成し、地方公共団体等の

関係機関に配布する。 

ポスター、パン

フレット等 

８月～ 地域若者サポー

トステーション

の認知度を平成

27 年度調査時点

よりも上げる。 

 

 

 

サポステ事業を端的に表したキャ

ッチコピーを作成し、インターネッ

トバナー広告などを活用して、広く

一般に向けて訴求する。 

インターネッ

トバナー広告、

新聞等 

８月～ 

サポステの情報を掲載するウェブ

サイト「サポートステーションネッ

ト」の充実（各サポステからの発信

力を高めるなど） 

ホームページ 28 年度速

やかに 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度：児童虐待防止対策 

担当係：総務課虐待防止対策推進室調整係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

児童虐待の発生

予防から早期発

見・早期対応の体

制を充実する。 

○ 虐待により、幼

い子どもが心身に深

い傷を負うことはあ

ってはならないこと

であり、社会全体で

解決すべき課題であ

る。 

○ このため、国民

に対し児童虐待の理

解を浸透させ、児童

相談所や市町村の窓

口への連絡・相談を

促進させる必要があ

る。 

一般国民、関

係機関・各種

団体 

ポスター・リーフレット等を作成

し、自治体や関係団体などへ配布す

る。併せて、平成 27 年７月から３

桁番号の運用を開始した「児童相談

所全国共通ダイヤル」（189）の周

知を行う。 

政府広報、ポス

ター・リーフレ

ット・ホームペ

ージ、Twitter

等 

通年 

（児童虐

待防止推

進月間で

ある11月

に集中的

に実施す

る） 

フォーラム参加

者数を会場定員

の８割以上とす

る。 

フォーラム参加

者に対してアン

ケ ー ト を 実 施

し、虐待に対す

る理解度につい

て「理解した」

または「やや理

解した」と回答

した割合が８割

以上になるよう

にする。 

 

 

児童虐待問題

に関心のある

国民、関係機

関・各種団体 

「子どもの虐待防止推進全国フォ

ーラム」を開催し、児童虐待問題に

対するより一層の理解促進を図る。 

ホームページ

等 

11 月 

 

  



42 

 

【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度：女性の活躍推進 

担当係：雇用均等政策課企画係                             

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 28 年４月に

全面施行された

「女性活躍推進

法」の周知啓発及

び着実な履行の

確保をもって、更

なる女性の活躍

を推進する。 

○ 女性活躍推進法

では常時雇用する労

働者が 301 人以上の

事業主は一般事業主

行動計画の策定等が

義務付けられてい

る。また、女性の活

躍推進に関する状況

等が優良な企業に対

する認定制度が創設

された。 

○ このため、女性

活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画

の策定・届出や情報

公表等について周

知・徹底を図るとと

もに、認定に向けた

働きかけを行う必要

がある。 

事業主等 女性活躍推進法に基づく一般事業

主行動計画の策定・届出や情報公表

等について、あらゆる機会をとらえ

周知する。なお、周知に当たっては、

一般事業主行動計画の策定を支援

する「行動計画策定支援ツール」の

活用や、女性の活躍推進企業データ

ベースの活用を促す。 

パンフレット、

リーフレット、

ホームページ、

メールマガジ

ン等 

通年 女性の活躍推進

企業データベー

ス掲載企業数を

4,000 件以上と

する。 

 

事業主・労働

者をはじめと

する一般国民 

広く一般国民に対して女性活躍推

進法の周知を行うほか、主に就職活

動中の方等を対象に女性の活躍推

進企業データベースの活用を推進

する。 

ホームページ

等 

通年 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度：改正育児・介護休業法の周知 

担当係：職業家庭両立課企画係                             

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成29年１月１

日から施行され

る「改正育児・

介護休業法」の

円滑な施行を目

指し、周知を行

う。 

○ 多様な家族形

態・雇用形態に対応

した育児期の両立

支援制度と、介護離

職を防止し、仕事と

介護の両立を可能

とするための制度

等を整備するため

に、育児・介護休業

法が改正された。 

○ 改正法に沿っ

た規定整備等を進

めてもらうため、改

正の趣旨・内容をよ

り多くの事業主に

伝える必要がある。 

○ 法に基づいて

利用できる制度が

増えたり、要件が緩

和される等の情報

をより多くの労働

者に伝える必要が

ある。 

事業主・労働

者 

育児・介護休業法の改正点を解説し

たパンフレット、リーフレットや改

正を伝えるポスターを作成し、重点

的に、事業主・労働者に対して周知

を図る。 

ポスター・パン

フレット・リー

フレット 

５月 説明会参加者に

対してアンケー

トを実施し、改

正内容の理解度

について「よく

理解できた」「理

解できた」と回

答した割合が９

割以上になるよ

うにする。 

 

事業主 都道府県労働局において説明会を

開催し、改正内容について周知を図

る。 

説明会 ９月以降 

事業主・労働

者 

休業中の経済的支援などテーマご

とのパンフレット、リーフレットを

作成し、周知を図る。 

パ ン フ レ ッ

ト・リーフレッ

ト 

11 月 
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【社会・援護局】 

施策・制度：介護の日・福祉人材確保重点実施期間             

担当係：社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室             

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

福祉・介護やそこ

に携わる従事者

についての国民

の理解と認識を

深め、そのイメー

ジの向上を図り、

地域における福

祉・介護人材の

「すそ野の拡大」

と人材を育む環

境の構築を推進

する。 

福祉・介護に関わる

機会のない方を含

め、国民一人ひとり

が介護についての理

解と認識を深める機

会を提供する。 

地方自治体

及び福祉・介

護関係団体 

「介護の日・福祉人材確保重点実施期

間」について周知し、積極的な啓発活動

の実施を依頼する。 

会議、通知 ９ 月 ～ 

11 月 

福祉人材確保重

点実施期間にお

ける地方自治体

及び福祉・介護

関係団体が実施

する取組の増加 

 

各都道府県の介護人材確保担当者を集

めた「介護人材確保地域戦略会議」にお

いて、自治体、民間セクターの先進的事

例を紹介し、各都道府県での積極的な広

報を依頼する。 

会議、通知 ７ 月 ～ 

11 月 

福祉人材センターで開催される介護の

日関連イベントと都道府県労働局、ハロ

ーワークで計画される「介護就職デイ」

が連携し、相互の取組が周知・広報され

るよう強力関係を構築する。 

会議、通知 ９ 月 ～ 

11 月 

一般国民 ホームページに「介護の日・福祉人材確

保重点実施期間」について掲載する。ま

た、地方自治体や関係団体が「介護の

日・福祉人材確保重点実施期間」に開催

するイベント等を集約し、ホームページ

に掲載する。 

ホームページ ９ 月 ～ 

11 月 

「介護の日・福祉人材確保重点実施期

間」に関係団体が開催するイベント等に

おいて、挨拶・後援や後援名義の承認な

どにより、一般の方々への理解促進を支

援する。 

イベント等 10 月～11

月 

厚生労働省とタイアップした介護を題

材とした映画「つむぐもの」等を紹介す

ることにより、一般の方々への理解促進

を支援する。 

イベント等 未定 
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【社会・援護局】 

施策・制度：年金生活者等支援臨時福祉給付金及び平成 28 年度簡素な給付措置  

担当係：社会・援護局総務課簡素な給付措置支給業務室   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

「一億総活躍」の

実現に向け、賃金

引上げの恩恵が

及びにくい高齢

者等を支援する

ため、年金生活者

等支援臨時福祉

給付金を支給す

る。 

 

消費税率の引上

げによる影響を

緩和するため、低

所得者に対し、簡

素な給付措置（臨

時福祉給付金）を

支給する。 

 

申請に基づき支給す

る給付金について、

広く支給対象者に支

給できるよう、支給

対象者を始めとする 

一般国民に対し制度

の周知及び理解を図

るとともに、支給対

象者に対し申請等の

適切な手続きの支援

を行う。 

支給対象者

を始めとす

る一般国民 

○制度の周知と理解の促進 

複数メディアを活用して、給付金

の支給が行われることを周知す

る。 

テレビ、ラジ

オ、新聞、イン

ターネット、ポ

スター、チラシ 

 

平成28年

３月～ 

給付金の支給対

象者等がより多

くの広報媒体と

接触できるよう

にすることによ

り、より多くの

支給対象者に申

請してもらう。 

 

支給対象者 ○申請等の適切な手続きの支援 

支給対象者を事業の実施主体で

ある各市町村に誘導するため、各

市町村の申請期間等の情報提供

や支給対象者の該当性等の照会

への回答を行う。 

特設ホームペ

ージ、特設コー

ルセンター 

平成28年

３月～ 
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【社会・援護局】 

施策・制度：戦中・戦後の労苦の継承    

担当係：援護企画課施設指導係        

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦傷病者、戦没者

遺族等の援護を

図り、一般国民と

ともに平和を祈

念する① 

８月 15 日の「戦没者

を追悼し平和を祈念

する日」（昭和 57 年

４月 13 日閣議決定）

の趣旨及び同日に実

施する全国戦没者追

悼式を広く国民に周

知し、一般国民とと

もに平和を祈念す

る。 

一般国民 ８月 15 日の「戦没者を追悼し平和

を祈念する日」の趣旨及び同日に実

施する全国戦没者追悼式について

政府広報、報道発表資料等を活用し

て周知するとともに、各府省庁、省

内内部部局、各都道府県及び関係団

体にも周知徹底を依頼する。 

政府広報、報道

発表資料、厚生

労働省ホーム

ページ等 

７月～ 

８月 

「戦没者を追悼

し平和を記念す

る日」（昭和 57

年４月13日閣議

決定）の趣旨を

広く国民に周知

し、全国戦没者

追悼式を滞りな

く実施する。 

 

○昭和館、しょうけ

い館 

より多くの方に戦

中・戦後の国民生活

上の労苦及び戦傷病

者とその家族が体験

した労苦を伝えられ

るよう、昭和館、し

ょうけい館への来館

促進を図る。 

一般国民向けに昭和館・しょうけい

館のポスター・リーフレットを作成

し、都道府県等を通じて配布を行

う。 

ポスター・リー

フレット 

５月、３

月 

より多くの方々

に戦中・戦後の

国民生活上の労

苦及び戦傷病者

とその家族が体

験した労苦を伝

えられるよう、

来館者数の対前

年度比増を目標

とする。 
 
（参考） 
平成27年度来館
者数（平成 28年
1 月まで） 
・昭和館 

470,702 人 
・しょうけい館 

129,752 人 

 

広報誌（月刊厚生労働）、記者発表

資料等を通じて、春夏に行われる昭

和館・しょうけい館の特別企画展等

についてお知らせする。 

広報誌、記者発

表資料等 

７月、３

月 

厚生労働省ホームページに昭和館、

しょうけい館のホームページへの

リンクを設ける。 

ホームページ 通年 
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施策・制度：戦没者の慰霊追悼   
担当係：事業課事業推進室事業第一係、事業第二係、事業第三係、調査第二係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦傷病者、戦没者

遺族等の援護を

図り、一般国民と

ともに平和を祈

念する② 

戦傷病者、戦没者遺

族だけでなく、一般

国民に慰霊巡拝等の

実施について、広く

周知するほか、事業

実施に協力してもら

う必要がある。 

戦没者の遺

族等 

・各自治体に対し慰霊巡拝計画につ

いて情報提供し、広報を依頼する。 

 

・厚生労働省ホームページで、慰霊

巡拝計画などを掲載する。 

 

・慰霊巡拝の参加遺族にアンケート

を実施する。 

通知 

 

 

ホームページ 

 

 

アンケート用

紙 

４月 

 

 

随時 

 

 

派遣ごと 

 

慰霊巡拝の募集

定員の定数を満

たす。 

 

 

 

巡拝参加遺族ア

ンケートで周知

方法についての

「満足した」と

の回答を 85％の

回 答 者 か ら 得

る。 

 

民間団体等が海外に

建立した日本人戦没

者の慰霊碑につい

て、建立後、歳月の

経過とともに、建立

者が不明になったこ

と等により、その維

持管理が困難になっ

ているものがあるの

で、その建立者に関

する情報提供を求め

る。併せて、国が実

施する「民間建立慰

霊碑等整理事業」に

ついて更なる制度の

周知を行う。 

戦没者の遺

族等 

海外民間建立慰霊碑等のうち、調査

の結果、管理状況が良好でなく、建

立者等が不明のものについて、リス

トをホームページに掲載する。 

 

 

ホームページ 情報が得

られ次第 

建立者またはそ

の関係者に対す

る慰霊碑の適切

な維持管理を促

す。 
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戦没者の個人名が記

載された遺留品につ

いて、インターネッ

トオークションなど

に出品された場合、

御遺族の心情を害す

ることもあるため、

取扱いに困っている

場合は国に照会する

よう呼びかけを行

う。 

戦没者の遺

族等 

 

遺留品をインターネットオークシ

ョンなどに出品している者等に対

し注意喚起するとともに、遺留品の

処分等の取扱いに困っている場合

は国へ照会してもらうため、ホーム

ページ利用者がアクセスしやすい

環境を作るとともに、問い合わせ先

等の掲載を行う。 

ホームページ 

 

通年 半期ごとにアク

セ ス 数 を 集 計

し、アクセス件

数 の 増 を 目 指

す。 

 

 

 

施策・制度：戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求促進 

担当係：援護・業務課給付係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 28 年改正法

（予定）による戦

傷病者等の妻に

対する特別給付

金について、受給

対象者の請求促

進を図る。 

３年間の請求期間内

に受給対象者が請求

を行うよう広報を行

う。 

 

 

受給対象者 受給対象者に対し、氏名、住所等を

印字した請求書類等を送付する。 

個別に郵送 ５月 平成28年度にお

いては、受給対

象者（約３千人

の見込み）の約

７割からの請求

を受け付ける。 

 

受給者向けのリーフレットを作成

し、都道府県または市区町村の請求

窓口において配布する。 

リーフレット ４月～ 

厚生労働省ホームページに制度の

概要を掲載する。 

ホームページ ４月～ 
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施策・制度：旧ソ連抑留中死亡者等に係る取組  

担当係：事業課事業推進室事業第二係、援護・業務課調査資料室調査係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

遺族が高齢化する

中、旧ソ連抑留中

死亡者に係る事業

の取組について、

幅広く関係者にお

知らせすることに

重点を置いた事業 

 

旧ソ連抑留中死亡者

に係る遺骨収集帰還

等慰霊事業への関心

が薄れる中、一般国

民に同事業の現況を

伝えるとともに、高

齢化等により現地に

赴くことができない

遺族等のために、埋

葬地情報の幅広い提

供を目指す。 

併せて、ロシア連邦

政府等から提供され

た抑留者資料に関す

る情報についての提

供を目指す。 

旧ソ連抑留

中死亡者の

遺族等 

ホームページで公表されている旧

ソ連抑留中死亡者名簿に埋葬地ご

との遺骨収容数を記載するととも

に、主な埋葬地の所在地、写真等を

公開する。 

 

ホームページで公表されている旧

ソ連抑留中死亡者名簿を更新する

（新規特定者の追加）。 

 

ホームページで公表されている資

料未提供者名簿を更新する（特定済

情報の付加）。 

 

ホームページに掲載されている２

万１千人名簿を更新する（特定済情

報の付加）。遺族・照会者向けに、

露側資料の概要、書かれている内

容、露語筆記体の読み方（氏名を読

むため）等を紹介する。 

ホームページ 

 

情報が得

られ次第 

 

半期ごとにアク

セ ス 数 を 集 計

し、アクセス数

の増を目指す。 
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施策・制度： 旧陸海軍の軍歴照会に係る取組  
担当係：援護・業務課調査資料室資料第一、二、三係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 
目指すべき方向性 

広報の対象 
（重点対象） 

実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

遺族を始め関係

者が高齢化する

中、先の大戦の記

憶を風化させる

ことなく次の世

代へ継承してい

くことの重要性

が高まっている。

このため次世代

への継承に重点

をおいた事業を

実施する。 

旧陸海軍から引き継

がれた人事関係資料

等に基づいた軍歴照

会等について、広く

関係遺族等への周知

を行う。 

 

旧陸海軍人

本人または

その遺族（旧

ソ連抑留者

を含む） 

ホームページに掲載されている軍

歴証明等発行の業務について、旧陸

海軍軍人等に係る軍歴照会や資料

の提供に応じていることを周知し、

申請方法（必要書類等）や申請様式

を明示する。 

 

ホームページ 通年 

 

利用者の利便性

を図る。 

 

 
 

施策・制度：中国残留邦人等への支援  
担当係：援護企画課中国残留邦人等支援室自立援護係・地域支援係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 
目指すべき方向性 

広報の対象 
（重点対象） 

実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦争を経験してい

ない若年層も含め

た国民が、中国残

留邦人等に対する

理解を深め、中国

残留邦人等が地域

社会の一員として

安心して暮らせる

よう普及啓発する

とともに、中国残

留邦人等が帰国前

に経験した労苦や

帰国後に直面した

困難を次世代に語

り継ぐ。 

中国残留邦人等の苦

難と現状について、

一般国民の理解が十

分に得られていない

ことから、普及啓発

事業においては、地

域住民や若年層の参

加を目指す。 

さらに、次世代へ語

り継ぐための語り部

を育成する。 

 

 

一般国民 全国７ブロックごとに、拠点施設と

して設置している中国帰国者支

援・交流センターにおいて、中国残

留邦人等への理解を深める普及啓

発事業（講演会）を実施する。さら

に首都圏中国帰国者支援・交流セン

ターにおいて語り部を育成し、将来

の支援者育成に繋げる。 

 

各普及啓発事業（講演会）のポスタ

ー・リーフレットを作成し、関係機

関等に配付する。 

講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスター・リー

フレット 

年７回 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時 

各普及啓発事業

（講演会）での

参加者数を会場

座席数の 80％以

上とする。 

 

各普及啓発事業

（講演会）参加

者に対してアン

ケ ー ト を 実 施

し、中国残留邦

人等に対する関

心と理解を深め

たとの回答を回

答者の 80％以上

のから得る。 

 

中国残留邦人等への支援策につい

て、ホームページで分かりやすく解

説する。 

ホームページ 随時 
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【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度：身体障害者補助犬の普及・啓発                 

担当係：企画課 自立支援振興室 社会参加支援係              

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

身体障害者補助

犬の普及・啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者補助犬法

の施行から 13年が

経過しているが受け

入れ拒否が絶えない

等、法律の認知が低

いため、法律への理

解を広めて、補助犬

とそのユーザーの受

け入れを促進する。 

地方公共団

体等 

身体障害者補助犬受入マニュアル

をホームページに掲載するととも

に、都道府県等担当部局に周知す

る。法律の概要をまとめたリーフレ

ット等を広く配布する。 

ホ ー ム ペ ー

ジ・リーフレッ

ト・ステッカー 

４月～ 補助犬ホームペ

ージのPV数につ

いて前年比増。 

 

医療機関・関

係団体等 

身体障害者補助犬受入マニュアル

をホームページに掲載し周知する

とともに、リーフレット等を広く配

布する。 

ホ ー ム ペ ー

ジ・リーフレッ

ト・ステッカー 

４月～ 

国民 補助犬法施行日および障害者週間

にあわせて普及啓発イベントを実

施する。その際にもリーフレット等

を積極的に配布する。 

セミナー・ホー

ムページ・リー

フレット・ステ

ッカー等 

９月・12

月 
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【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度：世界自閉症啓発デー2016～2017   

担当係：障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 発達障害者支援係     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

自閉症を含めた

発達障害に対す

る普及啓発 

一般国民において

は、自閉症を含めた

発達障害に対する理

解が十分にされてい

ない。 

 

2007 年 12 月に国連

総会において毎年４

月２日を「世界自閉

症啓発デー」とする

ことが決議されたの

を契機に、我が国に

おいても、毎年４月

２日から４月８日ま

でを「発達障害啓発

週間」と定め、自閉

症をはじめとする発

達障害について正し

い知識の浸透を図る

とともに、社会全体

の理解が進むよう普

及啓発活動を行う。 

 

 

一般国民 

 

ブルーライトアップイベント 2016

を行う。 

東京タワー ４月 発達障害情報・

支援センターホ

ームページの PV

数が前年度を上

回る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界自閉症啓発デー2016 に寄せて、

国連事務総長及び厚生労働大臣等

のメッセージを発出する。 

ホームページ ４月 

 

世界自閉症啓発デー2016 シンポジ

ウムを行う。 

シンポジウム ４月 

一般国民に向けてポスター・リーフ

レット・チラシを都道府県、各関係

団体を通じ配布、掲示を行う。 

ポスター 

リーフレット 

チラシ 

２月、３

月 

 

突き出し広告等を用いて、自閉症を

はじめとする発達障害についての

正しい知識の浸透及び「世界自閉症

啓発デー」関連の啓発イベントの周

知を図る政府広報を行う。 

新聞等 ３月 

世界自閉症啓発デー2017 に関する

各自治体の取り組みについてとり

まとめ、世界自閉症啓発デー日本実

行委員会のホームページにて公表

する。 

ホームページ ３月 
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【老健局】 

施策・制度：認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進  

担当係：総務課認知症施策推進室企画調整係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

誰もが認知症と

ともに生きるこ

とになる可能性

があり、また、誰

もが介護者等と

して認知症に関

わる可能性があ

るなど、認知症は

皆にとって身近

な病気であるこ

とを、普及・啓発

等を通じて改め

て社会全体とし

て確認していく。 

認知症の人の視点に

立って認知症への社

会の理解を深める必

要がある。 

一般国民 広告等を通じて、認知症の人が自ら

の言葉でそのメッセージを語る姿

等を積極的に発信していく。 

ポスター等 随時 平成29年度末ま

でに全国で認知

症サポーターの

人数を 800 万人

にする。 

（平成 27 年 12

月末現在 713 万

人） 

 

認知症に関する正し

い知識と理解を持つ

認知症サポーターを

数多く養成すること

を目指しているが、

そのためには認知症

サポーター養成の取

組について広く周知

する必要がある。 

地方自治体 地方自治体を対象とした会議の場

で、認知症サポーターの養成につい

て取組や、養成講座を修了した方が

復習もかねて学習する機会を設け、

かつ、より上級な講座の開催など、

地域の実情に応じた取組を促す。 

会議 ４月～ 

一般国民 認知症施策についての行政説明な

どの機会に認知症サポーターの取

組や、養成講座を修了した方が復習

もかねて学習する機会の存在、より

上級な講座の開催等の取組につい

て周知を図る。 

講演会等 随時 

地方自治体

等 

地域における認知症サポーターの

活動事例について収集を行い、優良

な活動事例を発表する。 

認知症サポー

ター優良活動

事例報告会 

１月 

（または

そ の 前

後） 
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【老健局】 

施策・制度： 一億総活躍（介護離職ゼロ）     

担当係： 総務課                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成27年11月26

日の第３回一億

総活躍国民会議

にて取りまとめ

られた「一億総活

躍社会の実現に

向けて緊急に実

施すべき対策の

施策」のうち、「介

護と仕事の両立

を希望する家族

の不安や悩みに

応える相談機能

の強化・支援体制

の充実」にて、「介

護が必要になっ

たときに速やか

にサービスの利

用ができるよう、

国及び自治体に

おいて、介護保険

制度の内容や手

続きについて住

民への周知徹底

を図る」こととし

ている。 

介護離職の理由には、「仕

事と介護の両立が難しい

職場だった」、「自身の心

身の健康状態が悪化し

た」というものがあるが、

その中には「介護サービ

スの存在・内容を十分に

知らなかった」という理

由もあり、こうした状況

を解消していくために介

護に関する情報提供体制

を整備していく必要があ

る。 

こうした背景から、介護

と仕事の両立を希望する

家族の不安や悩みに応え

る相談機能の強化・支援

体制を充実させるため

に、介護が必要になった

ときに速やかにサービス

の利用ができるよう、国

及び自治体において、介

護保険制度や介護休業制

度の内容や手続きについ

ての住民の方々への周知

拡大を推進していく。 

国民全般、特

に介護離職

のリスクに

直面する可

能性のある

現役世代 

介護保険制度や育児・介護休業制度

について、制度の概要をはじめ利用

の仕方等の情報を周知する。 

 

 

 

ホームページ、

Twitter 

通年 国民全般、特に

介護離職のリス

クに直面する可

能性のある現役

世代において、

介護保険及び介

護休業について

の認知度が向上

する。 

 

 

 

介護保険制度や育児・介護休業制度

について報道媒体で採り上げ、制度

の概要をはじめ利用の仕方等の情

報を周知する。 

 

 

 

TV・ラジオ番

組、インターネ

ット・新聞等で

の広告 

適時（ニ

ッポン一

億総活躍

プランの

公表直後

等、関心

を引くタ

イミング

にあわせ

られると

望 ま し

い） 
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【保険局】 

施策・制度：データヘルス事業の推進                    

担当係：保険局医療介護連携政策課データヘルス・医療費適正化対策推進室   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

医療保険者にお

いて、加入者の特

性を踏まえた効

果的かつ効率的

な保健事業を展

開することを目

的として、レセプ

ト、健診情報等を

活用した保健事

業（データヘルス

事業）を推進す

る。 

 

その際、データヘ

ルス事業の中で、

平成 27 年７月に

開催された日本

健康会議と連携

し、同会議の宣言

の達成に向け、医

療保険者や市町

村等の先進的な

取組の横展開を

進める。 

医療保険者や市町村

等で日本健康会議の

宣言に掲げられてい

る事業が実施される

よう、 

●事業の実施状況を

把握しその結果を公

表 

●事業実施の参考と

なるよう先進事例を

まとめて医療保険者

や市町村等に周知、 

●事業実施に当たっ

てのノウハウや専門

人材（民間事業者）

の紹介を進める。 

医療保険者 

市町村 

日本健康会議の宣言に掲げられる

事業の実施状況について、全医療保

険者に対して調査を実施し、その結

果を公表 

日本健康会議 ７月頃 日本健康会議の

宣言に掲げられ

る事業の着実な

推進を図る。 

●日本健康会

議の宣言（主な

もの） 

＊2020 年まで

の目標 
 

◇一般市民を

対象とした予

防・健康づくり

のインセンテ

ィブを推進す

る自治体を 800

市町村以上 
 

◇かかりつけ

医と連携した

生活習慣病の

重症化予防に

取り組む自治

体を800市町村

以上 
 

◇健保組合等

と連携して健

康経営に取り

組む企業を 500

社以上 

     等 

当省ホームページや医療保険者向

けのポータルサイトに、日本健康会

議の宣言に掲げられる事業の先進

事例を掲載する。 

ホームページ 

ポータルサイ

ト 

４月以降

順次 

日本健康会議の宣言に掲げられる

事業の実施を推進するため、 

①事業実施に当たってのガイドラ

イン等の作成・公表、 

②健康・予防サービスを提供する民

間事業者と医療保険者等のニーズ

のマッチングを行う「データヘル

ス・予防サービス見本市」を開催す

る。 

ホームページ 

見本市等 

４月以降

順次 

医療保険者等が集う会議等に積極

的に参加し、データヘルス事業の意

義や内容、進め方について分かりや

すく解説する。 

 

会議等 ４月以降 
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【年金局】 

施策・制度：年金制度の分かりやすい情報発信 

担当係：総務課・関係各課 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

年金制度に関す

る分かりやすい

情報発信による、

年金制度に対す

る理解・納得の促

進 

年金制度に対して国

民の理解が得られる

よう、制度の意義、

基本的な仕組み、現

状と課題等について

広く周知する。 

国民全般（特

に若年層を

はじめとす

るインター

ネット利用

層） 

厚生労働省ホームページにおいて、

年金制度に関する分かりやすい情

報発信を行うとともに、「年金制度

のポイント」をホームページ上で公

開する。 

また、情報発信をより効果的に行う

ため、随時、厚労省 Twitter を活用

する。 

ホームページ

等 

随時 厚労省ホームペ

ージ（年金・日

本 年 金 機 構 関

係）へのアクセ

ス件数の前年度

実績を上回る。 

 

報道関係者

全般 

年金制度について、十分な情報発信

を行っていただけるよう、新聞・雑

誌等メディアの種類を問わず、積極

的に報道関係者の取材を受ける。 

取材 随時 取材を受けた報

道については、

実際の紙面等を

確認し、今後の

情報発信に生か

していく。 

報道関係者 

（新任記者ま

たは論説・解

説委員） 

報道関係者を通じた十分な情報発

信に資するため、記者会に所属する

新任記者向けに記者勉強会を定期

的に開催する。 

また、報道関係者との意見交換の場

を設ける。（論説・解説委員懇談会

など） 

記者勉強会 

論説・解説委員

懇談会 

随時 報道関係者の適

切な理解・納得

のもとに情報を

発信していただ

く。 

関係団体等

との連携 

社会保険労務士会等の外部団体か

らの講演依頼等を積極的に受ける

など、連携を密接に行い様々な形で

の広報がなされるよう取り組んで

いく。 

講演等 随時 関係団体等にお

いて、年金制度

を適切に理解・

納得いただく。 
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平成 26 年度に実

施した公的年金

の分かりやすい

情報発信モデル

事業での制作物

による若年者へ

の国民年金制度

の理解促進 

平成 26 年度の公的

年金の分かりやすい

情報発信モデル事業

で制作した教材（ワ

ークシート・動画）

を活用し、若年者に

とって年金制度が身

近に感じられるよう

な講義を行う。 

大学生・短大

生・専門学校

生 

平成 26 年度に制作した若年層向け

の国民年金制度の理解促進を図る

ための講義用のワークシート・動画

を活用し、大学・短大・専門学校で

の出前講座を行う。 

 

セミナー 随時 「公的年金は老

後のためだけで

はなく、いざと

いうときの死亡

や障害のリスク

もカバーしてい

る」ことや、厚

生年金等の年金

制度についての

理解を深め、各

種手続や保険料

納付に結びつけ

る。 

平成 27 年度

より都内の

大学等に依

頼し、出前講

座を実施（６

校）したとこ

ろ。前年度を

上回る実施

を目指す。 
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【年金局】 

施策・制度：被用者保険の適用拡大の円滑な推進（「130 万円の壁」の縮小） 

担当係：年金課・関係各課 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

被用者保険の適

用拡大の円滑な

推進に対する理

解・納得の促進 

被用者保険の適用拡

大の円滑な推進に対

して国民の理解が得

られるよう、制度の

意義、基本的な仕組

み等について広く周

知する。 

国民全般（特

に厚生年金

に加入して

いない短時

間労働者） 

被用者保険の適用拡大について、社

会保険制度の加入ルール、適用拡大

の意義、適用拡大による将来の給付

における効果に関する広報を実施

する。 

政府広報、広報

誌、専門誌、ホ

ームページ等 

随時 短時間労働者の

被用者保険への

加 入 促 進 、 所

得・年金（将来

の所得）の確保

を図っていく。 

キャリアア

ップ助成金

については、

職業安定局

との連携に

留意が必要 
適用事業所

の事業主 

被用者保険の適用拡大について、 

社会保険制度の加入ルール、適用拡

大の意義・手続き、キャリアアップ

助成金の制度・手続きに関する広報

を実施する。 

チラシ等 随時 事業主の適切な

理解・納得のも

と、短時間労働

者の被用者保険

適用の促進を図

る。 

被保険者及

び事業主 

連合、経営者団体、社会保険労務士

会等の外部団体に協力を求め、被保

険者及び事業主に対して適用拡大

の意義、キャリアアップ助成金など

について広範に周知を図る。 

チラシ 随時 関係団体等にお

いて、施策内容

を適切に理解・

納得いただく。 
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【年金局】 

施策・制度：「年金の日」をはじめとする「ねんきんネット」等による年金記録確認の推進 

担当係：年金局事業企画課（年金事業運営推進室） 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

年金記録の確認や

未統合記録の検索

ができる「ねんき

んネット」は、年

金記録問題の再発

防止や未解明記録

の解明に資するこ

とから、11 月 30

日の「年金の日」

をはじめとする

様々な機会をとら

えて、さらなる利

用者の拡大を図る

ための周知等を行

い、被保険者・受

給権者ご自身によ

る年金記録確認の

推進を図る。 

正確な年金記録の管

理には、日本年金機構

による適正な管理は

もとより、国民一人一

人に年金記録を確認

していただき、なるべ

く早い時点で記録の

「もれや誤り」を申し

出ていただくことが

重要であるが、ご自身

による年金記録確認

が十分に行われてい

ない。また、なお残る

持ち主不明の未統合

記録 2011 万件の解明

に向けて、引き続き、

年金記録確認の働き

かけが必要である。 

 

「年金の日」の認知度

を高め、「ねんきんネ

ット」の利用を拡大

し、ご自身による年

金記録確認を推進す

る。 

 

一般国民（被

保険者、待機

者、受給者等） 

 

「年金の日」に向けて、「年金の日」

や「ねんきんネット」の利用促進に関

する広報を実施。 

政府広報、広報

誌、ホームペー

ジ、Twitter、

インターネッ

ト広告、イベン

ト等 

 

10～11月 

 

ご自身による年

金記録確認の意

識を向上し、年金

記録の「もれや誤

り」及び未統合記

録を減少させる。 

 

「ねんきんネッ

ト」の利用者数を

増加させる（年間

の新規加入者数

100 万人を目指

す）。 

 

 

「国民お一

人 お 一 人 、

『ねんきん

ネット』等を

活用しなが

ら、高齢期の

生活設計に

思いを巡ら

す日」とし

て、平成 26

年から毎年

11月30日（い

いみらい）を

「年金の日」

とした。 

 

「ねんきん

ネット」の利

用者は、平成

27 年 12 月現

在約403万人 

 

「年金の日」の賛同団体等の会員（銀

行、生保、信金等）が行う年金相談会

等において、「年金の日」や「ねんき

んネット」の周知を実施。 

 

 

 

 

ポスター・リー

フレット・各団

体等のホーム

ページ等 

 

11 月（ま

たはその

前後） 

市町村が各種の行事や講座又は窓口

等において行う「年金の日」や「ねん

きんネット」の周知を図る取組を支援

する。 

市町村広報誌、

チラシ等 

(市町村交付金) 

11 月（ま

たはその

前後） 
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【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度：社会保障・税の一体改革    

担当係：社会保障担当参事官室       

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

総合的な厚生労

働行政関係情報

の提供等 

社会保障と税の一体

改革による社会保障

制度改革の意義や内

容を効果的に提供

し、国民の理解を深

める。 

 

 

国民全般 一体改革に関する情報を効果的に

国民に提供するため、内閣府政府広

報室や財務省等と協働して広報展

開を行い、国民の理解を深める。 

説明会等 随時 厚生労働省ホー

ムページ（社会

保障関係）への

アクセス件数が

前 年 度 を 超 え

る。 

〔平成 26年度 

 122,166 件〕 

 

厚生労働省ホームページを活用し、

より分かりやすい情報を提供する

とともに、より使いやすい情報提供

環境を構築する。 

ホームページ 適宜 

教育現場（教

員、生徒等） 

将来を担う世代の社会保障制度へ

の理解を促進するために、「社会保

障の教育推進に関する検討会」にお

いて作成した高校生向け教材を、文

部科学省と連携し全国の教育現場

等に周知を行う。長期的には学習指

導要領に反映させることも視野に

入れながら、継続的・全国的に社会

保障の教育が推進される環境づく

りを図る。 

説明会等 随時 

市町村職員

等 

市町村職員を対象としたセミナー

を開催し、情報提供・意見交換を行

う。 

市町村セミナ

ー 

年10回程

度 

報道関係者 報道関係者（論説・解説委員等）と

の意見交換の場を持ち、適切な情報

発信に資するとともに、取材等を通

した国民の声等を聴取する。 

論説・解説委員

懇談会 

随時 
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【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度：行政情報化の推進           

担当係：情報政策担当参事官室 情報化推進係    

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

申請・届出等手続

きの電子申請の

利便性向上と利

用促進 

国が扱う申請・届出

等手続きの電子申請

について、より一層

普及させる必要があ

るため、電子申請に

関する利便性等を周

知することで多くの

国民に利用していた

だくこと。 

社会保険労

務士（全国社

会保険労務

士会連合会）

等 

電子申請の利便性の向上と利用の

促進を図るため、社会保険労務士と

の定期協議等を開催する。 

社会保険労務

士との定期協

議会 

平成28年

４月～平

成29年３

月 

社会保険労務士

等を対象とした

アンケート調査

に、今後の利用

意向の設問を設

け、「今後利用

したい」という

回答割合の増加

を目指す。 

 

社会保険労務士等を対象とした電

子申請の利便性等に関するアンケ

ート調査を実施する。 

ホームページ

（広報誌等で

も周知） 

事業主、企業

の人事・総務

担当者等 

電子政府利用促進週間に合わせて、

広報誌の活用、関係団体機関誌への

記事掲載依頼、事業所訪問を行い、

電子申請について利用の促進を図

る。 

ホームページ、

厚労省人事労

務マガジン、広

報誌（月刊厚生

労働） 

平成28年

11 月 
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【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度：厚生労働白書        

担当係：政策評価官室 分析第一係    

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

厚生労働行政の

年次報告及びそ

の年ごとの厚生

労働行政に関す

る政策課題をと

りあげ、現状や施

策の実施状況、将

来の方向性・展望

などについて取

りまとめる。 

多岐にわたる厚生労

働行政の現状につい

て広く伝えられてい

ない。 

厚生労働行政の現状

や今後の見通しなど

を、わかりやすく国

民に広く伝える。 

国民全般 １ 意見交換機会の積極的な設定 

①関係団体等からの各種講演・講義

の依頼を積極的に受ける。 

②各種関係団体等に対して、作成し

た厚生労働白書を郵送。 

  

①随時       

 

②閣議日

以降 

厚生労働省ホー

ムページに掲載

されている厚生

労働白書への発

表後半年のアク

セス件数を前年

実績同等以上と

する。 

〔平成 26年度〕  

1,424,495 件 

(平成 26 年８月

１日～平成 27 

年３月末日まで) 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

報道関係者との意見交換の場を

持ち、適切な情報発信に資するとと

もに、取材対応を通した国民の声等

を聴取する。 

  

 

随時 

３ 分かりやすい情報提供 

①ホームページに厚生労働白書の

本文・概要をわかりやすく掲載 

②広報誌等を活用した情報提供       

 

③関係団体等からの各種講演・講義

の依頼を積極的に受け、理解促進

を図る。 

厚生労働省ホ

ームページ・各

種広報誌など 

 

①閣議日

当日 

②閣議日

以降 

③閣議日

以降 

４ 情報提供のための手法と技術の

向上 

①全体を通じて記述内容が多岐に

わたる中で、専門的な記述に陥る

ことのないよう、図表等を豊富に

取り入れつつ、分かりやすく明確

な記述を行う。 

②厚生労働白書に掲載した図表の

データ等をエクセル形式にてホ

ームページに掲載することで、よ

りホームページの充実を図る。 

        

 

①随時        

             

            

       

       

②閣議日

以降 
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【政策統括官（労働担当）】 

施策・制度：労働政策関係情報の提供 

担当係：労働政策担当参事官室調整第２係、政策第１係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働政策関係情

報の提供 

提供する情報が労働

分野の多岐にわたる

ため、利用者のニー

ズに合わせた的確な

情報提供が課題。 

 

厚生労働省における

各種制度や施策につ

いて、部局横断的に

情報提供する。 

一般国民（求

職者、労働

者）、事業主、

人事・労務担

当者 

労働政策に係る制度または制度改

正等について、関係部局及び分かり

やすい広報指導室と連携し、読み手

に分かりやすい内容の記事を登録

者に配信する（厚労省人事労務マガ

ジン（メルマガ））。 

また、メルマガの認知度を上げるた

め、Twitter による周知を実施する。 

 

メールマガジ

ン 

 

 

随時 

 

 

平成28年度末の

メルマガ登録者

数 75,000 以上 

 

 

 

基本的な労働法制度をまとめたハ

ンドブック「知って役立つ労働法」

及びそれを基により分かりやすく

作成したハンドブック「これってあ

り？ まんが 知って役立つ労働法

Q&A」を厚生労働省ホームページに

掲載し、情報の提供を行う。 

また、大きな制度改正等の際にはそ

の都度改訂を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

 

随時 

 

ホームページア

クセス件数（知

って役立つ労働

法及びまんが労

働法の合計）18

万件以上（年間） 
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【政策統括官（労働担当）】 

施策・制度：労働経済白書 

担当係：労働政策担当参事官室分析第２係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働問題に関わ

るテーマについ

て、統計的・計量

的な分析を提供

することにより、

広く国民の理解

を促進する。 

多岐にわたる労働問

題について、広く現

状を周知する必要が

ある。 

そこで、中長期的観

点から中立的・客観

的な分析を行い、結

果を分かりやすく提

供することで、労使

コミュニケーション

を円滑化するととも

に、広く国民の理解

を促進する。 

労使関係者

をはじめと

する労働問

題に関心を

持つ国民一

般 

１ 意見交換の機会の積極的な設定

労使関係団体や大学などで、積極

的に講演などを行う。 

 随時 厚労省ホームペ

ージに掲載する

労働経済白書へ

の発表後半年の

アクセス件数を

前年版実績同等

以上とする。 

〔平成 27年版〕 

67,098 件 

（平成27年９月

15 日～平成 28

年３月 14 日ま

で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

① 白書を作成するに当たり、テー

マ案や分析手法について労働経

済学者などと意見交換を行う。 

② 報道関係者(論説・解説委員な

ど)との意見交換の場を持ち、効

果的な情報発信に努める。 

 

 随時 

３ 分かりやすい情報提供 

① 厚労省ホームページに白書の本

文・要約版を掲載する。 

② 広報誌「厚生労働」や刊行物

「Business Labor Trend」など

に紹介記事を掲載する。 

③ 労使関係団体、地方自治体、学

識経験者などへ白書を情報提

供・送付する。 

④ 労使関係団体や大学などでの講

演や講義を積極的に行い、理解

促進を図る。 

 

厚労省、広報誌

など 

①閣議日

当日 

 

②～④閣

議日以降 

４ 情報提供のための手法と技術の

向上 

 随時 
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① 専門性の高い分析が多いため、

分かりやすい、簡潔かつ明確な

記述を行う。 

② 白書の全体版や図表のエクセル

形式のバックデータ等を厚労省

ホームページに掲載すること

で、利便性を高める。 

 

 

  



66 

 

【中央労働委員会事務局】 

施策・制度：労働委員会制度   

担当係： 総務課文書広報係          

重点施策の内容 
広報上の課題と目指

すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民の労働委員

会制度に対する

認知度を上げる。 

労働委員会制度の国

民における認知度及

び概要の理解度を向

上させる。 

労使 

 

意見交換の機会の積極的な設定 セミナー 実施時期

未定 

ホームページア

クセス数の前年

度からの向上。 

 

 

国民のニーズ、情報を共有する仕組

み 

ホームページ 

 

 

分かりやすい情報提供 

命令書交付の記者発表資料をホ

ームページに掲載する 

 

ホームページ 随時 

情報提供のための手法と技術の向

上 

ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 


